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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池の内部の水分を排出させる燃料電池用の排水装置であって、
　前記燃料電池内部の水分を掃気するためのガスを前記燃料電池に供給可能な掃気ガス供
給部と、
　前記燃料電池内部の水分の掃気を指令する排水指令をユーザーから受け付け可能である
操作部と、
　前記操作部が前記排水指令を受け付けたときに、前記掃気ガス供給部に前記燃料電池内
部を掃気する掃気処理を実行させる制御部と、
　前記燃料電池内部に存在する水分量を表す含水量を取得する含水量取得部と、
を備え、
　前記制御部は、前記含水量が所定の値以下の場合に、
（ｉ）前記操作部が受け付けた前記排水指令を無効にする処理、あるいは、
（ｉｉ）前記含水量が前記所定の値より大きいときよりも前記掃気処理によって排出され
る排水量が少なくなるように、前記掃気処理の処理条件を変更する処理、
のいずれか一方を実行する、排水装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の排水装置であって、
　前記制御部は、前記掃気処理の実行中に、前記操作部を介して前記排水指令を表す操作
と同じ操作を受け付けたときには、前記掃気処理の実行を停止する、排水装置。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の排水装置であって、さらに、
　前記ユーザーに、前記掃気処理の実行状態を報知する報知部を備える、排水装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の排水装置であって、さらに、
　前記燃料電池が配置されている環境条件を表す環境情報を取得可能な環境情報取得部を
備え、
　前記制御部は、前記環境情報に応じて前記掃気処理の処理条件を変更する、排水装置。
【請求項５】
　燃料電池システムであって、
　燃料電池と、
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の排水装置と、
　前記燃料電池の運転を制御する機能と、前記排水装置の前記制御部としての機能と、を
備えるシステム制御部と、
を備え、
　前記システム制御部は、前記操作部を介して前記排水指令を受け付けたときに実行され
る前記掃気処理を強制掃気処理として前記掃気ガス供給部に実行させ、
　前記システム制御部は、前記強制掃気処理に加えて、前記燃料電池の運転終了時に前記
燃料電池内部を掃気する運転終了時掃気処理を前記掃気ガス供給部に実行させる、燃料電
池システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の燃料電池システムであって、
　前記排水装置は、請求項４に記載の排水装置であり、
　前記システム制御部は、前記環境情報に応じて、前記強制掃気処理の処理条件と、前記
運転終了時掃気処理の処理条件と、を変更する、燃料電池システム。
【請求項７】
　燃料電池を電力源として搭載する移動体であって、
　請求項５または請求項６記載の燃料電池システムを搭載する移動体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池用排水装置、燃料電池システム、移動体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体高分子形燃料電池（以下、単に「燃料電池」とも呼ぶ。）の運転中には、通常、電
気化学反応によって生成された多量の水分が排出される。従来から、燃料電池を搭載する
移動体における燃料電池からの排水の処理方法について種々の技術が提案されている（例
えば、特許文献１，２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－０９９９９４号公報
【特許文献２】特開２００８－０７４２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　燃料電池を搭載する移動体に限らず、燃料電池を備える燃料電池システムにおいては、
掃気によって燃料電池内部の水分を排出させる場合がある。そうした掃気処理においては
、燃料電池内部の水分が過度に排出されて、燃料電池の発電性能が低下してしまうという
問題がある。このように、燃料電池においては、燃料電池内部の水分を排出するための排
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水処理に起因する不具合の発生を抑制することについて、依然として改良の余地がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、燃料電池における少なくとも上述の課題を解決するためになされたものであ
り、以下の形態として実現することが可能である。
【０００６】
［１］本発明の第１形態としては、燃料電池の内部の水分を排出させる燃料電池用の排水
装置が提供される。この排水装置は、掃気ガス供給部と、操作部と、制御部と、含水量取
得部と、を備えて良い。前記掃気ガス供給部は、前記燃料電池内部の水分を掃気するため
のガスを前記燃料電池に供給可能であって良い。前記操作部は、前記燃料電池内部の水分
の掃気を指令する排水指令をユーザーから受け付け可能であって良い。前記制御部は、前
記操作部が前記排水指令を受け付けたときに、前記掃気ガス供給部に前記掃気処理を実行
させて良い。前記含水量取得部は、前記燃料電池内部に存在する水分量を表す含水量を取
得して良い。前記制御部は、前記含水量に応じて、前記掃気処理の実行を制御し、前記含
水量が所定の値以下の場合に、（ｉ）前記操作部が受け付けた前記排水指令を無効にする
処理、あるいは、（ｉｉ）前記含水量が前記所定の値より大きいときよりも前記掃気処理
によって排出される排水量が少なくなるように、前記掃気処理の処理条件を変更する処理
のいずれか一方を実行して良い。この形態の排水装置によれば、掃気処理に起因する燃料
電池内部の過乾燥の発生を抑制できる。
【０００７】
［２］上記形態の排水装置において、前記制御部は、前記掃気処理の実行中に、前記操作
部を介して前記排水指令を表す操作と同じ操作を受け付けたときには、前記掃気処理の実
行を停止して良い。この形態の排水装置によれば、ユーザーが選択した任意のタイミング
で燃料電池内部の水分を排出させることができるとともに、排水指令の取消が直感的な操
作で可能である。従って、排水装置や、排水装置を組み込むシステムにおけるユーザービ
リティが高められる。
【０００８】
［３］上記形態の排水装置は、前記ユーザーに、前記掃気処理の実行状態を報知する報知
部を備えて良い。この形態の排水装置によれば、ユーザーに掃気処理の実行状態が報知さ
れるため、ユーザービリティが高められる。
【０００９】
［４］上記形態の排水装置は、さらに、前記燃料電池が配置されている環境条件を表す環
境情報を取得可能な環境情報取得部を備え、前記制御部は、前記環境情報に応じて前記掃
気処理の処理条件を変更して良い。この形態の排水装置によれば、燃料電池の配置環境に
応じた適切な排水処理の実行が可能になる。
【００１０】
［５］本発明の第２形態としては、燃料電池システムが提供される。この形態の燃料電池
システムは、燃料電池と、上記形態の排水装置と、前記燃料電池の運転を制御する機能と
、前記排水装置の前記制御部としての機能と、を備えるシステム制御部と、を備えて良い
。前記システム制御部は、前記操作部を介して前記排水指令を受け付けたときに実行され
る前記掃気処理を強制掃気処理として前記掃気ガス供給部に実行させて良い。前記システ
ム制御部は、前記強制掃気処理に加えて、前記燃料電池の運転終了時に前記燃料電池内部
を掃気する運転終了時掃気処理を前記掃気ガス供給部に実行させて良い。この形態の燃料
電池システムによれば、ユーザーは、運転終了時掃気処理の前に強制掃気処理によって燃
料電池内部の水分を低減させておくことができるため、運転終了時掃気処理における排水
量を任意に低減させることができる。
【００１１】
［６］上記形態の燃料電池システムにおいて、前記システム制御部は、前記排水装置が備
える前記環境情報取得部によって取得した前記環境情報に応じて、前記強制掃気処理の処
理条件と、前記運転終了時掃気処理の処理条件と、を変更して良い。この形態の燃料電池
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システムによれば、燃料電池の配置環境に応じて適切な排水処理の実行が可能になる。ま
た、運転終了時掃気処理の処理条件と強制掃気処理の処理条件とがともに変更されるため
、燃料電池の配置環境に応じた処理条件の変更にかかわらず、強制掃気処理を予め実行し
ておくことによる運転停止時掃気処理における排水量の低減効果が確保される。
【００１２】
［７］本発明の第３形態としては、燃料電池を電力源として搭載する移動体が提供される
。この形態の移動体は、上記形態の燃料電池システムを搭載して良い。この形態の移動体
によれば、燃料電池の排水処理の制御性が高められ、排水処理に起因する不具合が抑制さ
れる。
【００１３】
　上述した本発明の各形態の有する複数の構成要素はすべてが必須のものではなく、上述
の課題の一部又は全部を解決するため、あるいは、本明細書に記載された効果の一部又は
全部を達成するために、適宜、前記複数の構成要素の一部の構成要素について、その変更
、削除、新たな他の構成要素との差し替え、限定内容の一部削除を行うことが可能である
。また、上述の課題の一部又は全部を解決するため、あるいは、本明細書に記載された効
果の一部又は全部を達成するために、上述した本発明の一形態に含まれる技術的特徴の一
部又は全部を上述した本発明の他の形態に含まれる技術的特徴の一部又は全部と組み合わ
せて、本発明の独立した一形態とすることも可能である。
【００１４】
　本発明は、排水装置や、燃料電池システム、移動体以外の種々の形態で実現することも
可能である。例えば、燃料電池内部を掃気する掃気装置や掃気システムの形態で実現する
ことも可能である。その他に、燃料電池からの排水方法、掃気方法、排水処理の制御方法
、掃気処理の制御方法、それらの方法を実現するコンピュータープログラム、そのコンピ
ュータープログラムを記録した一時的でない記録媒体等の形態で実現することも可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】燃料電池システムの構成を示す概略図。
【図２】燃料電池の運転中に実行される排水制御のフローを示す説明図。
【図３】燃料電池の運転終了後に実行される排水制御のフローを示す説明図。
【図４】強制パージ処理の処理フローを示す説明図。
【図５】排水報知部による報知処理を示す説明図。
【図６】排水報知部による報知処理を示す説明図。
【図７】第２実施形態の排水制御のフローを示す説明図。
【図８】強制パージ処理の処理条件の変更を説明するための説明図。
【図９】強制パージ処理の処理条件の変更を説明するための説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
A．第１実施形態：
［燃料電池システムの構成］
　図１は、本発明の第１実施形態としての燃料電池システム１００の構成を示す概略図で
ある。この燃料電池システム１００は、燃料電池車両に搭載され、ユーザーである運転者
からの要求に応じて、駆動力として用いられる電力を出力する。燃料電池システム１００
は、操作部１０と、制御部１５と、燃料電池２０と、カソードガス供給部３０と、アノー
ドガス供給部５０と、を備える。
【００１７】
　操作部１０は、燃料電池車両の運転席に設けられており、運転者からの操作を受け付け
、その操作内容を表す信号を制御部１５に送信する。操作部１０は、運転座に備え付けら
れたアクセルペダルやブレーキペダル（図示は省略）を介して、燃料電池車両に対する走
行速度の操作を、燃料電池システム１００に対する出力要求として受け付ける。操作部１
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０は、さらに、排水スイッチ１１と、排水報知部１２と、を備える。
【００１８】
　排水スイッチ１１は、運転者が運転中に押下可能なようにダッシュボードに設けられて
おり、運転者からの排水処理（後述）の実行開始の指令である排水指令を受け付ける。本
実施形態では、排水スイッチ１１は、押しボタンスイッチによって構成されている。排水
報知部１２は、運転者が運転中に視認可能なようにダッシュボードに設けられており、運
転者に排水処理の実行状態に関する情報を報知する。本実施形態では、排水報知部１２は
、点灯・消灯により排水処理の実行状態を報知するインジケーター１２ａと、排水処理に
関するメッセージを表示する表示部１２ｂと、を有する。インジケーター１２ａは、例え
ばＬＥＤランプによって構成される。表示部１２ｂは、例えば、液晶ディスプレイやＬＥ
Ｄ表示器などによって構成される。排水スイッチ１１の操作や排水報知部１２による報知
処理の詳細については後述する。
【００１９】
　制御部１５は、中央処理装置と主記憶装置とを備えるマイクロコンピューターによって
構成され、主記憶装置上にプログラムを読み込んで実行することにより、種々の機能を発
揮する。制御部１５は、本発明におけるシステム制御部に相当し、燃料電池システム１０
０の各構成部を制御して、燃料電池２０に出力要求に応じた電力を発電させる発電制御部
としての機能を有する。制御部１５は、さらに、排水処理実行部１６と、含水量検出部１
８としての機能を有する。排水処理実行部１６は、燃料電池２０からの排水を行う排水処
理の実行を制御する。排水処理実行部１６による排水制御については後述する。含水量検
出部１８は、燃料電池２０の内部に存在する水分量を表す含水量を検出し、排水処理実行
部１６に出力する（詳細は後述）。
【００２０】
　燃料電池２０は、反応ガスとして水素（アノードガス）と空気（カソードガス）の供給
を受けて発電する固体高分子形燃料電池である。燃料電池２０は、複数の単セル２１が積
層されたスタック構造を有する。各単セル２１は、それぞれが単体でも発電可能な発電要
素であり、電解質膜の両面に電極を配置した発電体である膜電極接合体と、膜電極接合体
を挟む２枚のセパレータ（図示せず）と、を有する。電解質膜は、内部に水分を包含した
湿潤状態のときに良好なプロトン伝導性を示す固体高分子薄膜である。
【００２１】
　カソードガス供給部３０は、燃料電池２０にカソードガスを供給する機能と、燃料電池
２０のカソード側から排出される排水とカソード排ガスとを燃料電池システム１００の外
部に排出する機能と、を有する。カソードガス供給部３０は、燃料電池２０の上流側に、
カソードガス配管３１と、エアコンプレッサー３２と、エアフロメーター３３と、開閉弁
３４と、を備える。カソードガス配管３１は、燃料電池２０のカソード側の入口に接続さ
れた配管である。エアコンプレッサー３２は、カソードガス配管３１を介して燃料電池２
０と接続されており、外気を取り込んで圧縮した空気を、カソードガスとして燃料電池２
０に供給する。
【００２２】
　エアフロメーター３３は、エアコンプレッサー３２の上流側において、エアコンプレッ
サー３２が取り込む外気の量を計測し、制御部１５に送信する。制御部１５は、この計測
値に基づいてエアコンプレッサー３２を駆動することにより、燃料電池２０に対する空気
の供給量を制御する。開閉弁３４は、エアコンプレッサー３２と燃料電池２０との間に設
けられている。開閉弁３４は、通常、閉じた状態であり、エアコンプレッサー３２から所
定の圧力を有する空気がカソードガス配管３１に供給されたときに開く。
【００２３】
　カソードガス供給部３０は、さらに、燃料電池２０の下流側に、カソード排ガス配管４
１と、調圧弁４３と、圧力計測部４４と、を備える。カソード排ガス配管４１は、燃料電
池２０のカソード側の出口に接続された配管であり、排水及びカソード排ガスを燃料電池
システム１００の外部へと排出する。調圧弁４３は、カソード排ガス配管４１におけるカ
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ソード排ガスの圧力（燃料電池２０のカソード側の背圧）を調整する。圧力計測部４４は
、調圧弁４３の上流側に設けられており、カソード排ガスの圧力を計測し、その計測値を
制御部１５に送信する。制御部１１５０は、圧力計測部４４の計測値に基づいて調圧弁４
３の開度を調整する。
【００２４】
　排水処理実行部１６の制御によって実行される排水処理においては、カソードガス供給
部３０は、燃料電池２０に掃気ガスを供給し、燃料電池２０の内部を掃気（パージ）する
掃気処理を実行する。本実施形態では、カソードガス供給部３０が本発明における掃気ガ
ス供給部に相当する。掃気処理では、燃料電池２０に対するアノードガスの供給が停止さ
れた状態で、エアコンプレッサー３２によって取り込まれた外気が掃気ガスとして、カソ
ードガス配管３１、燃料電池２０の内部、カソード排ガス配管４１に流される。掃気処理
によって、燃料電池２０の内部を含むカソードガスの流路内の水分は、燃料電池システム
１００の外部に排出される。
【００２５】
　アノードガス供給部５０は、燃料電池２０にアノードガスを供給する機能と、燃料電池
２０から排出されるアノード排ガスを、燃料電池システム１００の外部に排出する機能と
、燃料電池システム１００内において循環させる機能と、を有する。アノードガス供給部
５０は、燃料電池２０の上流側に、アノードガス配管５１と、水素タンク５２と、開閉弁
５３と、レギュレーター５４と、水素供給装置５５と、圧力計測部５６とを備える。水素
タンク５２には、燃料電池２０に供給するための高圧水素が充填されている。水素タンク
５２は、アノードガス配管５１を介して燃料電池２０のアノード側の入口に接続されてい
る。
【００２６】
　アノードガス配管５１には、開閉弁５３と、レギュレーター５４と、水素供給装置５５
と、圧力計測部５６とが、この順序で、上流側（水素タンク５２側）から設けられている
。制御部１５は、開閉弁５３の開閉を制御することによって、水素タンク５２から水素供
給装置５５の上流側への水素の流入を制御する。レギュレーター５４は、水素供給装置５
５の上流側における水素の圧力を調整するための減圧弁であり、その開度が制御部１５に
よって制御されている。水素供給装置５５は、例えば、電磁駆動式の開閉弁であるインジ
ェクターによって構成される。圧力計測部５６は、水素供給装置５５の下流側の水素の圧
力を計測し、制御部１５に送信する。制御部１５は、圧力計測部５６の計測値に基づき、
水素供給装置５５の駆動周期（開閉周期）を制御することによって、燃料電池２０に供給
される水素量を制御する。
【００２７】
　アノードガス供給部５０は、さらに、燃料電池２０の下流側に、アノード排ガス配管６
１と、気液分離部６２と、アノードガス循環配管６３と、水素循環用ポンプ６４と、アノ
ード排水配管６５と、排水弁６６と、圧力計測部６７と、を備える。アノード排ガス配管
６１は、燃料電池２０のアノード側の出口と気液分離部６２とを接続する配管である。ア
ノード排ガス配管６１には、圧力計測部６７は、設けられている。圧力計測部６７は、燃
料電池２０の水素マニホールドの出口近傍において、アノード排ガスの圧力（燃料電池２
０のアノード側の背圧）を計測し、制御部１５に送信する。
【００２８】
　気液分離部６２は、アノードガス循環配管６３と、アノード排水配管６５とに接続され
ている。アノード排ガス配管６１を介して気液分離部６２に流入したアノード排ガスは、
気液分離部６２によって気体成分と水分とに分離される。気液分離部６２内において、ア
ノード排ガスの気体成分はアノードガス循環配管６３へと誘導され、水分はアノード排水
配管６５へと誘導される。
【００２９】
　アノードガス循環配管６３は、アノードガス配管５１の水素供給装置５５より下流に接
続されている。アノードガス循環配管６３には、水素循環用ポンプ６４が設けられており
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、この水素循環用ポンプ６４によって、気液分離部６２において分離された気体成分に含
まれる水素は、アノードガス配管５１へと送り出される。アノード排水配管６５には排水
弁６６が設けられている。
【００３０】
　排水弁６６は、制御部１５からの指令に応じて開閉する。制御部１５は、通常、排水弁
６６を閉じておき、予め設定された所定の排水タイミングや、アノード排ガス中の不活性
ガスの排出タイミングで排水弁６６を開く。アノード排水配管６５の下流端は、アノード
側の排水とアノード排ガスとを、カソード側の排水とカソード排ガスとに混合して排出可
能なように、カソード排ガス配管４１に合流されている（図示は省略）。
【００３１】
　燃料電池システム１００は、さらに、外気温センサー８０と、インピーダンス計測部８
１と、を備える。外気温センサー８０は、燃料電池車両外部の気温（外気温）を表す信号
を制御部１５に送信する。外気温センサー８０によって検出される外気温は、燃料電池２
０が配置されている環境条件を表す環境情報に相当する。外気温センサー８０の検出結果
は、排水処理実行部１６の排水制御に用いられる（後述）。
【００３２】
　インピーダンス計測部８１は、燃料電池２０の各単セル２１に接続されている。インピ
ーダンス計測部８１は、交流インピーダンス法を利用して、各単セル２１の抵抗（セル抵
抗）を計測し、制御部１５に出力する。セル抵抗は、各単セル２１内に存在する水分量に
影響される。含水量検出部１８は、予め準備されているセル抵抗と各単セル２１内におけ
る水分量との関係に基づいて得られる推定値を、燃料電池２０の現在の含水量を表す実測
値として取得する。
【００３３】
　その他に、燃料電池システム１００は、燃料電池２０に冷媒を供給して燃料電池２０の
運転温度を制御する冷媒供給部を備えるが、その図示及び詳細な説明は省略する。また、
燃料電池システム１００は、二次電池と、ＤＣ／ＤＣコンバータと、を備える（図示は省
略）。二次電池は、燃料電池２０が出力する電力や回生電力を蓄電し、燃料電池２０とと
もに電力源として機能する。ＤＣ／ＤＣコンバータは、二次電池の充放電や燃料電池２０
の出力電圧を制御することができる。なお、上述した燃料電池システム１００の各構成部
は、二次電池の電力を用いることにより、燃料電池２０の運転停止後においても駆動する
ことが可能である。
【００３４】
［燃料電池システムにおける排水処理］
　図２～図６を順に参照して本実施形態の燃料電池システム１００において実行される排
水処理を説明する。本実施形態の燃料電池システム１００では、燃料電池２０の運転中に
加えて、燃料電池２０の運転終了後にも、二次電池の電力を利用して排水処理が実行され
る。以下では、まず、燃料電池２０の運転中の排水制御と、燃料電池２０の運転終了後の
排水制御と、を順に説明する。
【００３５】
　図２は、燃料電池２０の運転中に排水処理実行部１６によって実行される排水制御のフ
ローを示す説明図である。排水処理実行部１６は、燃料電池２０の運転中に、運転者によ
って排水スイッチ１１が押下されたことを検出すると（ステップＳ１０）、排水処理とし
て強制パージ処理を実行する（ステップＳ１５）。
【００３６】
　強制パージ処理では、カソードガス供給部３０による掃気処理が実行され、燃料電池２
０内部の水分および燃料電池システム１００内の水分が外部に排出される。強制パージ処
理の詳細な処理内容については後述する。なお、強制パージ処理は、燃料電池車両の走行
中にも実行可能である。この場合には、二次電池の電力を駆動力として用いる走行モード
に切り替えて、燃料電池２０による発電を一時的に休止させた上で、強制パージ処理が実
行される。
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【００３７】
　運転者がイグニションオフの操作を行って燃料電池車両を停車状態にした場合などには
、制御部１５は燃料電池２０の運転を終了する。具体的には、制御部１５は、カソードガ
ス供給部３０およびアノードガス供給部５０による燃料電池２０に対する反応ガスの供給
を停止する。排水処理実行部１６は、燃料電池２０の運転終了を検出すると（ステップＳ
２０）、排水処理として終了時パージ処理を実行する（ステップＳ２５）。
【００３８】
　終了時パージ処理では、カソードガス供給部３０による掃気処理が実行され、燃料電池
２０内部の水分および燃料電池システム１００内の水分が外部に排出される。このように
、燃料電池２０の運転終了時に燃料電池システム１００内の水分を低減させておくことに
よって、氷点下などの低温環境下などにおける凍結に起因する燃料電池システム１００の
起動性の低下や、残留水分による部品の劣化などが抑制される。
【００３９】
　図３は、燃料電池２０の運転終了後に排水処理実行部１６によって実行される排水制御
のフローを示す説明図である。排水処理実行部１６は、燃料電池２０の運転停止後に、運
転者によって排水スイッチ１１が押下されたことを検出した場合にも（ステップＳ３０）
、排水処理として強制パージ処理を実行する（ステップ３５）。排水処理実行部１６は、
燃料電池２０の運転停止後に、定期的に外気温センサー８０を駆動させて、外気温を取得
する。排水処理実行部１６は、外気温が氷点下近傍の所定の温度（例えば、０～５℃の温
度）であることを検出した場合には（ステップＳ４０）、排水処理として停止中パージ処
理を実行する（ステップＳ４５）。
【００４０】
　停止中パージ処理では、カソードガス供給部３０による掃気処理が実行され、燃料電池
２０内部の水分および燃料電池システム１００内の水分が外部に排出される。終了時パー
ジ処理に加えて停止中パージ処理が実行されることによって、燃料電池２０内部の水分が
より低減され、凍結に起因する燃料電池システム１００の起動性の低下がより確実に抑制
される。運転者がイグニションオンの操作を行って燃料電池システム１００が起動され、
燃料電池２０の運転が開始された場合には、排水処理実行部１６は、燃料電池２０の運転
中の排水制御（図２）に移行する（ステップＳ５０）。
【００４１】
　このように、本実施形態の燃料電池システム１００では、終了時パージ処理（図２のス
テップＳ２５）や、停止中パージ処理（図３のステップＳ３５）の前に、運転者の操作に
よって、任意のタイミングで強制パージ処理（ステップＳ１５,Ｓ３５）が実行可能であ
る。つまり、本実施形態の燃料電池システム１００によれば、運転者が排水処理を実行す
る場所やタイミングを任意に選択することができる。運転者は、強制パージ処理によって
予め燃料電池２０内の水分を低減させておき、燃料電池車両の停車時や停車中に燃料電池
２０からの排水による水掛かりの被害が発生してしまうことを抑制することができる。
【００４２】
　一般に、燃料電池車両では、メンテナンス時や長期に放置される場合などには、二次電
池の接続が外される場合や、二次電池の蓄電量が不足してしまう場合などがあり、停止中
パージ処理の実行ができない状態に陥る可能性もあり得る。本実施形態の燃料電池システ
ム１００であれば、そのような事態が予測される場合には、運転者が予め強制パージ処理
を実行しておくことによって、燃料電池２０内の水分量を低減させておくことができる。
従って、低温環境下における水分の凍結に起因する燃料電池２０の起動性の低下を予防す
ることができる。
【００４３】
　図４は、排水処理実行部１６が実行する強制パージ処理の処理フローを示す説明図であ
る。ステップＳ１１０では、排水処理実行部１６は、排水報知部１２のインジケーター１
２ａを点灯させて、排水スイッチ１１の押下が検出され、排水処理の実行が開始されたこ
とを運転者に報知する。ステップＳ１２０では、燃料電池２０の含水量についての判定が
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実行される（第１含水量判定）。排水処理実行部１６は含水量検出部１８から現在の燃料
電池２０の含水量の計測値を取得する。排水処理実行部１６は、燃料電池２０の含水量が
、所定の閾値以上であり、予め定められている許容範囲内であると判定した場合には、カ
ソードガス供給部３０に掃気処理の実行を開始させる（ステップＳ１３０）。
【００４４】
　ステップＳ１２０において、燃料電池２０の含水量が所定の値より小さく、許容範囲か
ら外れていると判定した場合には、排水処理実行部１６は、運転者からの排水指令を無効
とし、カソードガス供給部３０に掃気処理を実行させることなく強制パージ処理を終了す
る。排水処理実行部１６は、ステップＳ１１０において点灯させたインジケーター１２ａ
を消灯させ、排水処理が実行されないことを示すために、排水処理の実行が完了した旨を
表示させる（ステップＳ１８０）。排水処理実行部１６は、排水処理が実行不能、あるい
は実行不要な状態である旨のメッセージを表示部１２ｂに表示させても良い。
【００４５】
　このように、本実施形態では、燃料電池２０の含水量が不足している場合には強制パー
ジ処理が実行されない。これによって、燃料電池２０が過度に乾燥した状態となり、燃料
電池２０の発電性能が低下してしまうことが抑制される。なお、燃料電池２０の運転終了
後の排水制御の場合には、終了時パージ処理の実行後であるため、ステップＳ１２０にお
ける含水量の判定処理は省略されても良い。
【００４６】
　排水処理実行部１６は、カソードガス供給部３０による掃気処理の実行中に、ユーザー
が再び排水スイッチ１１を押下したことを検出した場合には（ステップＳ１４０のＹＥＳ
）、カソードガス供給部３０による掃気処理の実行を中断する（ステップＳ１７０）。排
水処理実行部１６は、ステップＳ１１０において点灯させたインジケーター１２ａを消灯
させる（ステップＳ１８０）。排水処理実行部１６は、排水処理の実行が中断された旨の
メッセージや排水処理が完了した旨を表示部１２ｂに表示させても良い。これによって、
運転者は、強制パージ処理の中断、終了を確認することができる。
【００４７】
　このように、本実施形態の燃料電池システム１００では、運転者が誤って排水処理を開
始させてしまった場合でも、任意にその排水処理を中断させることができる。また、排水
処理を中断させる操作が、排水処理を開始させる操作と同じく排水スイッチ１１を押下す
る操作であるため、運転者は排水処理のキャンセルのための操作を直感的に把握可能であ
る。従って、運転者は排水処理のキャンセル操作が簡易かつ迅速に行える。
【００４８】
　排水処理実行部１６は、カソードガス供給部３０による掃気処理の実行中のステップＳ
１５０においても、燃料電池２０の含水量についての判定を実行する（第２含水量判定）
。排水処理実行部１６は、燃料電池２０の含水量が所定の値以下になり、許容範囲から外
れたことを検出した場合には（ステップＳ１５０のＮＯ）、カソードガス供給部３０によ
る掃気処理を停止させる（ステップＳ１７０）。排水処理実行部１６は、ステップＳ１１
０において点灯させたインジケーター１２ａを消灯させ、排水処理の実行が完了した旨の
メッセージを表示部１２ｂに表示させる（ステップＳ１８０）。
【００４９】
　これによって、燃料電池２０の含水量が少ない乾燥状態になった後に、無駄に掃気処理
が継続されてしまうことが抑制される。なお、ステップＳ１５０における第２含水量判定
における閾値は、ステップＳ１２０における第１含水量判定における閾値とは異なる値が
設定されていても良い。終了時パージ処理や停止中パージ処理においても、強制パージ処
理と同様に、掃気処理の実行中に第２含水量判定と同様な判定処理を行うことによって、
燃料電池２０の含水量に応じて掃気処理の終了タイミングが決定されても良い。
【００５０】
　排水処理実行部１６は、ステップＳ１４０，Ｓ１５０において掃気処理が停止されなか
った場合には、予め設定された処理時間（例えば、数十秒から数分程度）が経過したとき
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に、カソードガス供給部３０による掃気処理を完了する（ステップＳ１６０，Ｓ１７０）
。排水処理実行部１６は、ステップＳ１１０において点灯させたインジケーター１２ａを
消灯させ、排水処理の実行が完了した旨のメッセージを表示部１２ｂに表示させる（ステ
ップＳ１８０）。
【００５１】
　図５，図６のタイミングチャートを参照して、強制パージ処理における排水報知部１２
による報知処理を説明する。図５，図６には、排水スイッチ１１の操作タイミングと、掃
気処理の開始と終了のタイミングと、排水報知部１２におけるインジケーター１２ａの点
灯・消灯のタイミングと、表示部１２ｂのメッセージの表示・消去のタイミングと、が示
されている。図５では、所定の処理時間が経過するまで掃気処理が継続された場合、ある
いは、ステップＳ１５０において燃料電池２０の含水量が閾値に到達した場合が実線によ
って示されている。また、図５では、ステップＳ１４０において掃気処理が中断された場
合が一点鎖線によって示されている。図６には、ステップＳ１２０において、排水指令が
無効にされた場合が示されている。
【００５２】
　排水報知部１２のインジケーター１２ａは、排水スイッチ１１が押下された後から強制
パージ処理の実行が終了するまでの間、点灯している状態が継続される（図５）。これに
よって、運転者は、自身の操作によって開始された排水処理が実行中であることを視認で
きる。強制パージ処理が終了するときには、表示部１２ｂに強制パージ処理が完了したこ
とが表示される。
【００５３】
　燃料電池２０の含水量が許容範囲から外れているために、強制パージ処理の実行指令が
無効にされた場合には、排水報知部１２のインジケーター１２ａは、一時的に点灯するも
のの短時間で消灯する（図６）。これによって、運転者は、自身の排水処理の実行開始指
令の操作が受け付けられはしたものの、無効にされたことを知ることができる。また、イ
ンジケーター１２ａが消灯した後には、排水処理が完了した旨のメッセージが表示される
。排水処理が完了した旨のメッセージの代わりに、燃料電池２０の含水量が少なく、排水
処理の必要が無い旨のメッセージが表示されても良い。これによって、運転者は、排水指
令が無効にされた理由を知ることができる。
【００５４】
［第１実施形態のまとめ］
　以上のように、本実施形態の燃料電池システム１００によれば、排水スイッチ１１によ
って運転者が任意に排水処理の実行タイミングを選択することができる。従って、排水処
理に起因する水掛かりの被害の発生を予防することが可能である。また、燃料電池２０の
含水量が不足する場合には強制パージ処理の実行が禁止されるため、排水処理によって燃
料電池２０内部が過度に乾燥してしまうことが抑制される。強制パージ処理が燃料電池２
０内の含水量に応じて終了されるため、無駄に掃気処理が継続されてシステム効率が低下
してしまうことが抑制される。その他に、排水報知部１２の報知によって運転者が排水処
理の実行状態を把握することができるため、高いユーザービリティを得ることができる。
【００５５】
B．第２実施形態：
　図７は、本発明の第２実施形態としての燃料電池システムにおける排水制御のフローを
示す説明図である。第２実施形態の燃料電池システムの構成は、第１実施形態の燃料電池
システム１００とほぼ同じである（図１）。第２実施形態の燃料電池システムでは、燃料
電池２０の運転中に実行される排水制御が異なっている点以外は、第１実施形態で説明し
たのと同様な排水制御が実行される。第２実施形態の燃料電池システムでは、排水処理実
行部１６は、燃料電池２０の運転中の排水制御においてパージ条件設定処理を実行する（
ステップＳ５）。
【００５６】
　パージ条件設定処理では、排水処理実行部１６は、燃料電池２０が配置されている環境
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情報に応じて、排水処理として実行される掃気処理の実行条件を設定する。排水処理実行
部１６は、燃料電池２０が配置されている環境情報として外気温センサー８０から外気温
を取得し、その外気温に応じて、終了時パージ処理（ステップＳ２５）および強制パージ
処理（ステップＳ３５）の処理条件を変更する。終了時パージ処理の処理条件については
、外気温が低いほど排水量が多くなるように、掃気ガスの流量と掃気処理の処理時間のう
ちの少なくとも一方を増大させる。これによって、低温環境下における凍結に起因する燃
料電池２０の起動性の低下を、より確実に抑制することができる。また、燃料電池システ
ム１００内における水分凍結の予防の必要性が低い温度環境下では排水処理による消費エ
ネルギー量が抑制される。
【００５７】
　図８，図９は、強制パージ処理の処理条件の変更を説明するための説明図である。図８
には、外気温が常温（例えば１０°～３０°程度）の場合の掃気ガスの流量が紙面左側に
例示されており、外気温が低温（例えば－１０°～１０°程度）の場合の掃気ガスの流量
が紙面右側に例示されている。図９には、外気温が常温の場合における掃気処理について
のタイミングチャートが紙面左側に例示されており、外気温が低温の場合における掃気処
理についてのタイミングチャートが紙面右側に例示されている。
【００５８】
　排水処理実行部１６は、終了時パージ処理の処理条件と同様に、外気温が低いほど排水
量が多くなるように、強制パージ処理の処理条件を変更する。具体的には、排水処理実行
部１６は、外気温が低いほど強制パージ処理における掃気ガスの流量を増大させる。ある
いは、排水処理実行部１６は、強制パージ処理の実行が終了される燃料電池２０の含水量
ＤＷの閾値Ｔｈを低下させる（図９）。これによって、掃気ガスの流量が同じであれば、
外気温が低いほど、強制パージ処理における掃気時間ｔｐが長くなり、排水量が多くなる
。排水処理実行部１６は、掃気ガスの流量と、燃料電池２０の含水量の閾値Ｔｈの両方を
変更しても良い。
【００５９】
　以上のように、第２実施形態の燃料電池システムによれば、燃料電池２０が配置されて
いる環境条件に合わせて終了時パージ処理の処理条件が変更されるため、低温環境下にお
ける凍結に起因する燃料電池２０の起動性の低下がより確実に抑制される。また、強制パ
ージ処理の処理条件が、終了時パージ処理の処理条件と同様に、外気温が低いほど排水量
が増大する方向に変更されている。従って、強制パージ処理の処理条件の変更に起因して
、強制パージ処理による終了時パージ処理実行時の水掛かりの被害の予防効果が低減され
てしまうことが抑制されている。
【００６０】
C．変形例：
C1．変形例１：
　上記各実施形態では、排水スイッチ１１はダッシュボードに設けられている押下ボタン
として構成されている。これに対して、排水スイッチ１１は、ダッシュボードに設置され
たタッチパネル上のボタンアイコンによって構成されても良いし、レバースイッチによっ
て構成されても良い。また、排水スイッチ１１は、運転席の座席脇に設けられていて良い
し、足下のフットペダルとして構成されていても良い。排水処理実行部１６は、排水スイ
ッチ１１による操作の代わりに、運転者の音声による排水指令を受け付けても良い。また
、排水処理実行部１６は、排水処理の操作以外の操作を受け付けるための操作部が所定の
パターンで操作されたときに、運転者から排水指令が発せられたと判定しても良い。例え
ば、ハザードスイッチが短時間の間に連続して３回押下されたときに排水指令が発せられ
たと判定しても良い。
【００６１】
C2．変形例２：
　上記各実施形態では、排水報知部１２は、インジケーター１２ａや表示部１２ｂによっ
て、排水処理に関する情報を運転者に報知している。これに対して、排水報知部１２は、



(12) JP 6160597 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

インジケーター１２ａや表示部１２ｂ以外の手段によって、排水処理に関する情報を運転
者に報知しても良い。排水報知部１２は、スピーカーを介して、音声などによって排水処
理に関する情報を運転者に報知しても良い。
【００６２】
C3．変形例３：
　上記の各実施形態では、排水処理実行部１６は、第１含水量判定において燃料電池２０
の含水量が許容範囲から外れている場合には、運転者による排水指令を無効にしている。
これに対して、排水処理実行部１６は、運転者による排水指令を無効にしなくても良い。
排水処理実行部１６は、第１含水量判定において燃料電池２０の含水量が許容範囲から外
れている場合には、強制パージ処理において排出される排水量が低減されるように、強制
パージ処理の処理条件を変更しても良い。強制パージ処理の処理条件には、例えば、上記
の各実施形態で説明したような、掃気ガスの流量や含水量の閾値、掃気処理の継続時間な
どが含まれる。排水処理実行部１６は、第１含水量判定を行うことなく、強制パージ処理
の実行前に、燃料電池２０の含水量に応じて強制パージ処理の処理条件を変更しても良い
。
【００６３】
C4．変形例４：
　上記の各実施形態では、排水処理実行部１６は、排水制御において、排水処理として、
強制パージ処理と、終了時パージ処理と、停止中パージ処理と、を実行している。これに
対して、排水処理実行部１６は、排水制御における排水処理としては、少なくとも、強制
パージ処理を実行すれば良く、終了時パージ処理や停止中パージ処理は省略されても良い
。終了時パージ処理や停止中パージ処理が実行されない場合であっても、運転者は任意の
タイミングで実行可能な強制パージ処理によって、排水処理に伴う水掛かりの被害の発生
や、低温環境下における燃料電池２０の凍結、残留水分に起因する燃料電池システム内の
部品の劣化などを予防することが可能である。
【００６４】
C5．変形例５：
　上記の各実施形態では、含水量検出部１８はインピーダンス計測部８１の計測値に基づ
いて燃料電池２０の含水量の推定値を取得している。これに対して、含水量検出部１８は
、他の手段によって燃料電池２０の含水量の推定値を取得しても良い。例えば、含水量検
出部１８は、燃料電池２０の出力電流と、燃料電池２０に供給された反応ガスの流量と、
燃料電池２０から排出された水分量などの燃料電池２０の運転履歴に基づいて、燃料電池
２０の含水量の推定値を取得しても良い。
【００６５】
C6．変形例６：
　上記の各実施形態の燃料電池システムの各パージ処理では、カソードガス供給部３０に
よって燃料電池２０内部の掃気処理が実行されている。これに対して、上記の各実施形態
の燃料電池システムの各パージ処理では、カソードガス供給部３０による掃気処理に加え
て、あるいは、カソードガス供給部３０による掃気処理の代わりに、アノードガス供給部
５０による掃気処理が実行されても良い。アノードガス供給部５０による掃気処理では、
排水処理実行部１６は、水素タンク５２からの水素の供給を停止させた状態で、水素循環
用ポンプ６４を駆動させて、アノード排ガス配管６１とアノードガス循環配管６３を介し
て燃料電池２０内の残留ガスを循環させる。そして、排水弁６６を所定の周期で開弁する
ことによって排水を実行する。上記の各実施形態の燃料電池システムの各パージ処理では
、カソードガス供給部３０やアノードガス供給部５０によらず、別個に設けられた掃気ガ
ス供給部から燃料電池２０に掃気ガスを供給することによって掃気処理が実行されても良
い。
【００６６】
C7．変形例７：
　上記第２実施形態では、排水処理実行部１６は燃料電池２０が配置されている環境の環
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境情報として、外気温センサー８０を介して外気温を取得している。これに対して、排水
処理実行部１６は外気温以外の情報を燃料電池２０の環境情報として取得しても良い。例
えば、排水処理実行部１６は日付情報を取得し、現在の季節を燃料電池２０の環境情報と
して取得しても良い。この場合には、排水処理実行部１６は季節ごとに強制パージ処理や
終了時パージ処理の処理条件を変更しても良い。より具体的には、排水処理実行部１６は
環境温度が低い季節ほど排水量が多くなるように強制パージ処理や終了時パージ処理の処
理条件を変更しても良い。その他に、排水処理実行部１６は燃料電池２０の環境情報とし
て燃料電池車両の現在地を示す位置情報をＧＰＳ衛星などから取得しても良い。この場合
には、排水処理実行部１６は燃料電池車両の現在地の標高が高いほど、排水量が多くなる
ように強制パージ処理や終了時パージ処理の処理条件を変更しても良い。
【００６７】
C8．変形例８：
　上記の各実施形態の燃料電池システムでは、排水スイッチ１１が押下された後に、再び
排水スイッチ１１が押下された場合には強制パージ処理がキャンセルされている。これに
対して、燃料電池システムは、強制パージ処理をキャンセルするための排水スイッチ１１
以外の操作部を有していても良い。
【００６８】
C9．変形例９：
　上記の各実施形態の燃料電池システムは、燃料電池車両に搭載されている。これに対し
て、上記の各実施形態の燃料電池システムは、燃料電池車両以外の移動体（例えば、列車
や船舶、航空機など）に搭載されても良い。また、上記の各実施形態の燃料電池システム
は、移動体に搭載されていなくても良く、建物や施設などに導入されていても良い。
【００６９】
C10．変形例１０：
　上記の各実施形態の燃料電池システムは、燃料電池２０に掃気ガスを供給する掃気処理
を実行可能なカソードガス供給部３０と、ユーザーからの排水指令を受け付け可能な排水
スイッチ１１と、ユーザーからの排水指令を受け付けたときに、カソードガス供給部３０
に掃気処理を実行させる制御部１５と、によって構成される燃料電池用の排水装置を備え
ているシステムであるとの解釈が可能である。本発明における排水装置は、燃料電池とと
もに燃料電池システムに搭載されている構成に限らず、燃料電池に接続可能に構成された
単体の装置としての構成を有していても良い。
【００７０】
C11．変形例１１：
　上記の各実施形態の燃料電池システムは、以下の形態の排水装置を備えていると解釈で
きる。この形態の排水装置は、燃料電池の内部の水分を排出させる燃料電池用の排水装置
であって、前記燃料電池内部の水分を掃気するためのガスを前記燃料電池に供給可能な掃
気ガス供給部と、前記燃料電池内部の水分の掃気を指令する排水指令をユーザーから受け
付け可能である操作部と、前記操作部が前記排水指令を受け付けたときに、前記掃気ガス
供給部に前記燃料電池内部を掃気する掃気処理を実行させる制御部と、を備える。この形
態の排水装置によれば、ユーザーが選択した任意のタイミングで燃料電池内部の水分を排
出させることができる。従って、燃料電池からの排水量を抑制したい場合などには、掃気
処理を事前に行って燃料電池内部の水分を低減させておき、それ以後に行われる排水処理
において排出される排水量を低減させることができる。
【００７１】
　本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱
しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載
した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述
の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成す
るために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特
徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能で
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ある。
【符号の説明】
【００７２】
１００…燃料電池システム
１０…操作部
１１…排水スイッチ
１２…排水報知部
１２ａ…インジケーター
１２ｂ…表示部
１５…制御部
１６…排水処理実行部
１８…含水量検出部
２０…燃料電池
２１…単セル
３０…カソードガス供給部
３１…カソードガス配管
３２…エアコンプレッサー
３３…エアフロメーター
３４…開閉弁
４１…カソード排ガス配管
４３…調圧弁
４４…圧力計測部
５０…アノードガス供給部
５１…アノードガス配管
５２…水素タンク
５３…開閉弁
５４…レギュレーター
５５…水素供給装置
５６…圧力計測部
６１…アノード排ガス配管
６２…気液分離部
６３…アノードガス循環配管
６４…水素循環用ポンプ
６５…アノード排水配管
６６…排水弁
８０…外気温センサー
８１…インピーダンス計測部
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